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令和３年６月 第６回神埼市農業委員会総会 議事録 

 

１ 開催日時  令和３年６月３日（木）午前９時３０分開会 

２ 開催場所  神埼市役所 ２階共用会議室 

３ 出欠者の状況 

出席委員 １３名 

欠席委員  ０名 

傍聴人（農委利用最適化推進委員）１名 

議席番号 役職 氏名 出欠 

１ 会長 西村睦雄 出 

２ 副会長 末吉利文 出 

３ 委員 城野芳春 出 

４ 委員 野田 豊 出 

５ 委員 八谷 敏 出 

６ 委員 中原和之 出 

７ 委員 樋口光輝 出 

８ 委員 國部善典 出 

９ 委員 森田壽春 出 

１０ 委員 福田省二 出 

１１ 委員 田淵晃敏 出 

１２ 委員 真島 満 出 

１３ 副会長 吉浦文雄 出 

 

４ 議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

４番 野田 豊委員 ５番 八谷 敏委員 

 

日程第２ 会議書記の指名 

事務局長 山口秀利  係長 大隈裕次 

 

日程第３ 付議事件 

（参考 議案の内容） 

議案第１号 農地法第４条の規定による許可申請について １件 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について ４件 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農用
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地利用集積計画 利用権設定関係について ２５件 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について ４

件 

 

５ 説明のため出席した職員 

【農業委員会事務局職員】 

事務局長  山口秀利 

農政農地係 係長 大隈裕次 

 

６ 会議の概要 

（開会） 

事務局長 

おはようございます。 

委員の皆さまには、ご多忙の中、本総会にご出席いただき誠にありがと

うございます。 これからも、日頃の体調管理に十分心掛けていただきま

すよう、お願い申し上げます。 

本日の総会も、コロナウイルス感染症予防対策にご理解いただきながら

開催いたしますので、円滑な議事の進行について、ご理解とご協力をお願

いいたします。 

それでは、着席して、議事を進めさせていただきます。 

令和３年 第６回神埼市農業委員会総会の開催にあたり、会長よりご挨

拶をお願いいたします。 

 

（会長挨拶） 

会 長 

 皆さんおはようございます。 

 皆様には大変お忙しい中ご出席くださりありがとうございます。 

 もう脊振では田植えが終わったところでしょうかね。 こちらの方で

は麦刈りがだいたい終わり、次の田んぼの準備をしているのであります

が、これからも頑張ってもらわんばいけないところでありますので、皆

さんには体調管理には十分気を付けていただきたいと思っております。 

それでは、只今から令和３年 第６回 神埼市農業委員会総会を開会し

ます。 

 

（総会の成立） 

事務局長 

本日の出席委員は１３名です。 ありがとうございます。 全員出席に

より本日の総会は成立いたします。 
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（議長登壇） 

事務局長 

これより議事に入りますが、神埼市農業委員会会議規則第６条の規定に

より、会長に議長をお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 

 

議 長 

それでは、お手元の総会次第に沿って、議事を進めます。 

○日程第１ 議事録署名委員の指名 

神埼市農業委員会 会議規則 第２１条第３項の規定に基づき、本総会

の議事録署名委員は、４番 野田委員と ５番 八谷委員を指名します。 

よろしくお願いします。 

 

議 長 

○日程第２ 会議書記の指名 

本日の会議の書記は、事務局の山口局長、大隈係長を指名します。 

 

議 長 

○日程第３ 付議事件 

議案は、議案第１号から第３号までの、３議案の ３０件です。 

報告は、第１号の ４件です。 

ご審議、ご決定賜りますよう、よろしくお願いします。 

 

議 長 

只今から議事に入りますが、質問のある方は、挙手をして、指名を受

けてから、必ずマイクを通して議席番号、お名前の後に発言されるよう

お願いします。 

 

 

（議案第１号 受付番号１番の申請者が入室、着席を確認） 

（議案第１号 農地法第４条の規定による許可申請について） 

議 長 

それでは、議案書の１ページをご覧ください。 

議案第１号、農地法第４条の規定による許可申請について議題とします。 

受付番号１番について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第１号、受付番号１番を議案書を基に説明】 

申請番号１番、申請地の所在は千代田町詫田 字○○ ○○番、○○番の

田２筆１４５㎡及び一体利用の○○ ７０４．３６㎡の合計８４９.３６
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㎡であります。  

転用の目的や理由、譲渡人、譲受人、施設の用途や資金などは記載のと

おりです。 

権利の内容は、所有権の移転で、農振除外は平成２３年１２月に決定さ

れてあり、農地区分につきましては、特定土地改良区の受益地内であるこ

とから１種農地と判断し、転用許可基準としましては、住宅で集落に接続

して設置されるものに該当すると判断いたします。 位置図などは４ペー

ジと５ページに添付しております。 

本件は、現地は既に○○として利用されていましたので、追認の申請と

なり、現地確認や申請者に対し農地法を遵守するよう指導を行った上で、

現状写真と、許可前の事前着手の経緯や理由などを顛末書として提出して

あります。 

その他申請に必要な書類として、土地利用計画図等があり、資金につい

ては金融機関の融資証明書及び残高証明書があり、行政庁などとの必要な

事前確認は済んでいて、周囲に支障が無いよう計画されております。 説

明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 受付番号１番について、地区担当委員の１１番 

田淵委員のご意見をお願いします。 

 

１１番 田淵委員 【地区担当委員の意見】 

１１番の田淵です。 １号議案の申請番号１番の申請は私の担当地区で

す。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。 

私も、地区担当の推進委員とともに、５月３１日に現地の状況や転用の

内容を確認しましたが、申請地は、事業目的に適していると思われる土地

で、周囲の営農に支障が無く地区の同意もありますので、問題は無いと思

います。 

但し、今回の案件につきましては、追認申請となっており、申請地は既

に○○として利用されておりますが、始末書を提出され反省されており

ます。 みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

 

議 長 

ありがとうございます。 これより質疑に入ります。 何かご質疑あり

ませんか。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいでしょうか。 
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（ありませんの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 申請

者は退出をお願いします。 おつかれさまでした。 

（議案第１号、受付番号１番の申請者の退室を確認） 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第１号、受付番号１番について、許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は許可するとし、県へ進達すること

に決定します。 

 

 

（議案第２号 農地法第３条関係） 

議 長 

次に、議案書の４ページをご覧ください。 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について審議します。 

事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第３号、議案書を基に説明】 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について説明いたし

ます。 

受付番号１番から４番の申請は、所有権の移転で、申請地の土地の所在、

地番、地目、面積や対価、譲渡人、譲受人、申請事由などは記載のとおり

です。 

１番は、農地区域に指定した空き家に付随した農地を、空き家を取得す

る者が家庭菜園の目的で取得するものであります。 

２番は、親族間の贈与で、３番は、譲受人は農事組合法人の中心的構成

員で、隣接農地の管理者であります。 

４番は、長年利用権設定されている譲受人が取得するものであります。 

それぞれの申請要件は、農地法第３条の各号にある許可基準を満たして

おります。 申請地の位置図を５ページから８ページに添付しておりま

す。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 
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（質疑・応答） 

議 長 

よろしいでしょうか。 

（なしの声あり） 

議 長 

質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 議案第２号について、許可することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり許可することに決

定します。 

 

 

（議案第３号 基盤強化促進法第１８条第１項 利用権設定関係） 

議 長 

次に、別冊の議案第３号をご覧ください。 

議案第３号、農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画、利用権設定関係について議題とします。 

最初に、１ページの総括表について、事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第３号、議案書の総括表を基に説明】 

議案第３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画 利用権設定関係について説明いたします。 

農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営基盤強化促進事業を実施す

る場合は、市町村は利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て定め

なければならないとなっておりますので、総会での議決を求めるもので

あります。 

まずは議案書１ページの総括表を説明いたします。 

○利用権設定関係総括表 

神埼町、新規５件、再設定９件、計１４件。 内訳は、田３５筆、５５，

２１２㎡。 

千代田町、新規２件、再設定９件、計１１件。 内訳は、田１８筆、４

４，６７８㎡、畑１筆、１５５㎡、計１９筆、４４，８３３㎡。 

神埼市合計２５件。 内訳は、田５３筆、９９，８９０㎡、畑１筆、１

５５㎡、計５４筆、１００，０４５㎡ となっております。 

なお、説明しましたすべての案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条
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第３項に規定された各要件を満たしていると考えます。 

総括表による説明は以上です。 

 

議 長 

総括表の説明が終わりました。 

次に、議案書２ページから３ページの農用地利用集積計画 神埼町新規

について審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第３号、議案書を基に説明】 

議案書２ページから３ページの、神埼町新規の申し出について説明いた

します。 左から、土地の所在、地番、地目、面積、１０aあたりの賃料、

貸付人、借受人、それぞれの経営面積、利用目的、借賃料、そして設定の

始期、終期となっております。 

設定する内容は３ページにあります、田１５筆、２２，８８７㎡であり

ます。 主に、地域の担い手や営農法人との利用権設定で、４番、５番に

ついては、農地中間管理事業の活用による農事組合法人との利用権設定

となっております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ありがとうございます。 質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、神埼町新規について、原

案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

議 長 

次に、議案書４ページから７ページの農用地利用集積計画、神埼町再設

定について審議します。 事務局の説明を求めます。 
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事務局 【議案第３号、議案書を基に説明】 

議案書４ページから７ページの、神埼町再設定の申し出について説明い

たします。 

設定する内容は７ページにあります、田２０筆、３２，３２５㎡であり

ます。 主に、地域の担い手や営農法人との利用権の再設定で、８番と９

番については、農地中間管理事業の活用による農事組合法人との利用権設

定となっております。 説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいでしょうか。 

（はいの声あり） 

議 長 

はい、質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、神埼町再設定について、

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

議 長 

次に、議案書８ページの農用地利用集積計画、千代田町新規について審

議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第３号、議案書を基に説明】 

議案書８ページの、千代田町新規の申し出について説明いたします。 

設定する内容は、田２筆、５，７３６㎡で、２番については、農地中間

管理事業の活用による農事組合法人との利用権設定となっております。 

説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま
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せんか。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいでしょうか。 

（なしの声あり） 

議 長 

それでは質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、千代田町再設定について、

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

議 長 

次に、議案書９ページから１１ページの農用地利用集積計画、千代田町

再設定について審議します。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【議案第３号、議案書を基に説明】 

議案書９ページから１１ページの、千代田町再設定の申し出について

説明いたします。 設定する内容は１１ページにあります、田１７筆 ３

９，０９７㎡であります。 

主に、地域の担い手や農事組合法人との利用権および期間借地の再設

定です。 

説明は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 何かご質疑ありま

せんか。 

（質疑・応答） 

（７番樋口委員挙手） 

議 長 

樋口委員どうぞ。 

 

７番 樋口委員 

７番の樋口です。 何かあらためてお尋ねすると思いますけど、 これ

って再設定じゃなくて新規じゃないかと思うんですけども、どうしてで
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すかね。 お願いします。 

 

事務局 

 お答えします。 利用権申出書を受付するときに過去１年間のうちに

利用権設定がされていたかどうかを確認します。 １年以内であれば再

設定とします。 

 新規は、全く新規の申し出であるか、以前の利用権設定の終了から１年

以上経過している場合になります。 新しい借受人と設定し直した場合

でも、以前の利用権設定終了から１年経っているかどうかで新規か再設

定か区別します。 

 よろしいでしょうか。 

 

７番 樋口委員 

うーん、そうですか。 前にも聞いたと思ったんですけど、わかりまし

た。 

 

議 長 

よろしいですか。 他に質疑などありますか。 

（ありませんの声あり） 

議 長 

それでは質疑なしと認め、質疑を終了します。 

（採決） 

議 長 

これより採決します。 農用地利用集積計画、千代田町再設定について、

原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

全員賛成であります。 よって本案は、原案のとおり決定します。 

 

 

（報告第１号 農地法第１８条第６項の通知関係） 

議 長 

次に、別冊の報告第１号をご覧ください。 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知の確認についての

報告です。 事務局の説明を求めます。 

 

事務局 【報告第１号、報告書を基に説明】 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について

報告いたします。 
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農地法第１８条第１項ただし書きの各号の規定により、農地の賃貸借に

ついて合意による解約などが行われた場合は、同法施行規則第６６条に

より、農業委員会に通知しなければならないとなっておりますので、受理

したものを報告いたします。 

申請番号１番から４番は、農業経営基盤強化促進法活用した賃貸借契約

の合意解約で、その後は、所有権移転されるもの、また、新たに中間管理

事業を活用して農事組合法人と再設定されるものがあります。 

報告は以上です。 

 

議 長 

説明が終わりました。 ご質疑ありませんか。 

（質疑・応答） 

議 長 

よろしいでしょうか。 

（ありませんの声あり） 

議 長 

では、無いようですので、報告第１号については以上で終わります。 

 

議 長 

以上で、本総会に付議された議案の審議は、全て終了しました。 

これをもちまして、令和３年 第６回神埼市農業委員会総会を閉会しま

す。 ご審議ありがとうございました。 

 

１０時１０分 閉 会 


